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I. 総 則 

1 本要求水準書の位置づけ 

本業務要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、応募者の提案及び国土交通省（以

下「国」という。）が選定する民間事業者（本事業者の実施に際して、国と事業契約を締

結し実施をする者（以下、「事業者」という。）の事業遂行にかかる具体的な指針であり、

国が事業者に要求する業務の水準を示すものである。 

応募者は、要求水準書に規定されている事項（以下「要求水準」という。）を満たす限

りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができるものとする。また、国は、要求

水準を民間事業者の選定の過程における審査条件の一部として用いる。事業者は、本事業

の事業期間を通じて、要求水準及び自らの提案内容を遵守しなければならない。国による

本事業の実施状況の監視により事業者が要求水準を達成できないことが確認された場合

は、別に定める規定に基づき、改善要求の措置又は契約解除等の措置がなされる。 

なお、本資料において用いられる用語の定義は、別段の定めのない限り、募集要項等に

定めるところと同じとする。 

 

 

2 事業の目的 

 国は、大規模災害等発生時における応急対策に必要な被災状況の把握、河川・道路の施

設点検、危険箇所の把握、環境調査など治水・道路計画策定のための各種調査を的確に実

施するため、昭和 62 年から平成 17 年度までの間、8機の防災ヘリコプターを購入・整備

し、日本全域をカバーできるよう各地方整備局に配備してきた。将来的にも、引き続き迅

速かつ確実な災害対応等を図るため、現在の配備態勢を維持継続することが必要である。

そのような中、国土交通省関東地方整備局（以下、「関東地方整備局」という。）に配備さ

れている現在の防災ヘリコプター「あおぞら号」は、導入後、25 年を経過し、老朽化等

を含め早急な更新が求められている。その際、本事業をＰＦＩ法に基づき実施することに

より、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、財政資金の効率的な使用を図りつ

つ、防災ヘリコプターの維持管理・運営を行うことを目的とするものである。 

 運航の目的 

 国の所掌に係る災害対策業務 

 国の所掌に係る災害対策業務を円滑に行うための訓練等 

 国の所掌施設の管理等 

 国の所掌施設の関する計画調査等 

 

 

3 事業概要 

本事業の事業期間は契約締結日から平成４７年３月３１日までとする。 

本事業の範囲は次の各号のとおりとし、各業務の詳細は「II」において規定する。 
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また、国と事業者における各業務の役割分担については「4 業務範囲」及び「5 国が実

施する業務」を参照すること。なお、事業者は、各業務の実施に当たり、国との間で調整・

報告が必要になった場合は、国との連絡会議（本事業の「各業務」を実施するにあたり、

「事業者」が「発注者」との間で調整・報告する会議体）を実施することができる。 

 

 

4 業務範囲 

表 1-1 業務一覧表 

大分類 中分類 業務項目 
分担 

国 事業者

本事業の

全般管理

に関する

業務 

総括マネジメント業務  ● 

ヘリコプターの運航の指示に関する事項 ●  

国の物品等の貸付け ●  

業績等の監視及び改善要求措置 ●  

防災ヘリコ

プターの

確保に 

関する 

業務 

ヘリコプターの確保に

関する業務 

ヘリコプターの確保  ● 

航空法で定める装置等の確保等  ● 

本事業への保険付保等に係る業務  ● 

装備品等※１の確保に関する業務 ●  

装備品等※１の装着・脱着に関する業務  ● 

塗装等に関する業務  ● 

防災ヘリコプターの維持に関する業務  ● 

防災ヘリコプターの運航に関する業務  ● 

国  欄 ●：国が行う業務 

事業者欄 ●：事業者が行う業務 

 ※１：装備品一覧は別紙１を参照。また、別紙１で示した装備品については、国の所有とし、

事業期間中、国が事業者に無償で貸し付ける。 

 

 

5 国が実施する業務 

国は、本事業に関連して以下の業務を実施する。 

(1) 防災ヘリコプターの運航の指示に関する事項 

事業者は、本業務の実施にあたり、防災ヘリコプターの監督職員（事業者との連絡及

び調整を行うもの。）及び監督職員が定める搭乗責任者（飛行中、必要に応じて事業者

との連絡及び使用義務に係る飛行指示を行うもの。）の指示に従い、正確かつ迅速に業

務を実施するとともに航空法及び航空関係法令、機体製造者が定めた整備手順書（メン

テナンスマニュアル）、その他の一般法令等を遵守しなければならない。 
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(2) 業務等の監視及び改善要求措置 

事業業績等の監視及び改善要求措置は、次によるほか、「防災ヘリコプターの維持管

理・運営事業 業績等の監視及び改善要求措置要領（資料－７）」による。 

① 業績等の監視 

国は、事業者の業務履行状況等について、要求水準書、事業者の提案書、事業契約

書等に基づき、説明の聴取、文書の閲覧、委託先、再委託先等の事業所を含む本業務

の実施場所への立入りによる確認その他の手段により、業績等の監視を行う。この際、

事業遂行上の重要な結節において、業務履行の内容や状況等を国としてより詳細に把

握し、要求水準書等に基づく業務履行に関し事業者と認識を共有することを目的とし

て、事業者による業務履行に対する自己モニタリングの結果等について確認を行う。 

② 改善要求措置 

国は、前項の監視に基づき必要に応じて事業者に対し改善要求措置等を行うものと

する。 

 

 

6 本事業の従事者 

(1) 運航責任者 

① 事業者は、以下に示す業務の実施に関する責任者として運航責任者を定め、国に通知

しなければならない。 

a. ヘリコプターの運航及び安全に関すること 

b. ヘリコプターの点検・整備及び保管に関すること 

c. 運航、点検・整備及び保管に関する教育訓練に関すること 

d. 国との連絡及び調整に関すること 

なお、運航責任者は、過去にヘリコプターの運航管理業務の経験を有するものと

する。 

② 運航責任者は、防災ヘリコプターを運航させようとするときには、以下について慎重

に検討を行い、運航の安全確保に努めなければならない。 

a. ヘリコプターの点検整備状況 

b. 気象の状況 

c. 飛行区域の地形及び地物の状況 

d. ヘリコプターの運用限界 

e. ヘリコプターの離陸又は着陸時の重量 

f. 燃料の量及び補給 

g. 離着陸場の状況 

h. 必要機材及び装備品 

i. 航空従事者の技能 

j. 無線通信の確保に関する事項 

k. その他航空機の運航に影響を及ぼす事項 
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(2) 安全担当者 

① 事業者は、安全運航に必要な以下の業務を担当する安全担当者を定め、国に通知する

ものとする。 

a. ヘリコプター事故防止に関する計画を策定すること 

b. 運航の安全に関する情報を収集し、整理すること 

c. 運航の安全に関する訓練を行う事 

d. 航空従事者の健康管理に関する指導を行うこと 

なお、安全担当者は、航空法で定める航空従事者の資格を有するものとする。 

 

 

7 本事業を実施する者の資格 

事業者は、操縦士、整備士を定め、国に通知するものとし、航空法に定められ、且つ、

確実かつ安全な運航が行える体制（防災ヘリコプターの維持管理・運航も含む）を確保す

るものとする。ただし、運航に際して監督職員の指示により撮影技師を編成する場合もあ

る。なお、撮影技師は、整備士が兼ねて良いものとする。 

(1) 操縦士 

操縦士は、以下の条件を満たす者とする。 

① 航空法で定める事業用操縦士の資格を取得していること。 

② 航空法で定める当該ヘリコプターの技能証明を取得していること。 

③ 平成 20 年４月１日以降において技能証明の取消又は停止処分を受けていないこと。 

④ 航空法で定める、航空身体検査証明の交付を受けていること。 

 

(2) 整備士 

整備士は、以下の条件を満たす者とする。 

① 航空法で定める一等航空整備士の資格を取得していること。 

② 航空法で定める当該ヘリコプターの技能証明を取得していること。 

③ 平成 20 年４月１日以降において技能証明の取消又は停止処分を受けていないこと。 

④ ヘリコプターに装備する装備品等に関する操作、点検整備の技能を有していること。 

 

 

8 機長の条件 

事業者は、ヘリコプターを運航させるときは、その都度あらかじめヘリコプターを操縦

する者１名を機長に指定しなければならない。 

   以下に機長の責任と権限を示す。 

① 機長は、飛行中、ヘリコプターの運航に関する法令を遵守するとともに、天候の急変

その他飛行に支障を来すような緊急事態において指揮をとらなければならない。 

② 機長は、飛行にあたっては、航空法に規定する事前に作成した飛行計画の遵守に努め

なければならない。但し、飛行中のヘリコプターの状態、天候等から判断して、飛行

計画に沿った飛行が困難であると認めたときは、直ちに飛行計画の変更措置を講じな

ければならない。なお、飛行計画を変更した場合、その内容、理由等について、運航



 

 5

責任者（不在の場合は安全担当者）経由で遅滞なく監督職員に報告するものとする。 

③ 機長は飛行計画の実施と飛行の安全のために搭乗者への指示を行えるものとする。 

④ 機長は、航空事故が発生したときは、その内容について、警察、消防署等関係機関に

通報するとともに、運航責任者（不在の場合は安全担当者）経由で遅滞なく国に報告

するものとする。 

 

 

9 本事業の業務の再委託等 

事業者は、国の指示又は承諾があるときを除き、要求水準書及び事業契約による事務を

処理するための個人情報については自ら取扱うものとし、第三者にその取扱を伴う事務を

再委託してはならない。 

また、事業者は、次に掲げる業務の全部又はその主たる部分全体について構成員以外の

者に一括で再委託等してはならない。 

 ・本事業の全般管理に関する業務のうち統括マネジメント業務に関する部分 

 ・確保に関する業務のうちヘリコプターの確保に関する業務 

 ・確保に関する業務のうち装備品等の装着に関する業務 

 ・維持に関する業務 

 ・運航に関する業務 

 

 

10 秘密保全等 

(1) 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本事業に関する全ての業務による事務

を処理するための個人情報の取扱にあたっては、個人の権利利益を侵害することのない

よう、「業績機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律

第５８号）第６条２項の規定に基づき、個人情報の漏洩、減失、改ざん又はき損の防止

その他の個人情報の適切な措置を講じなければならない。 

 

(2) 秘密の保持 

事業者は、本事業に関する全ての業務による事務に関して知り得た個人情報の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

(3) 取得の制限 

事業者は、本事業に関する全ての業務による事務を処理するために個人情報を取得す

るときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。又、当該

利用目的の達成に必要な範囲で適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければなら

ない。 
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(4) 利用及び提供の制限 

事業者は、国の指示又は承諾があるときを除き、本事業に関する全ての業務による事

務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら使用し、または提供し

てはならない。 

 

(5) 複写等の禁止 

事業者は、国の指示又は承諾があるときを除き、本事業に関する全ての業務による事

務を処理するために国から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複

製してはならない。 

 

(6) 事案発生時における報告 

事業者は、個人情報漏洩等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った

ときは、速やかに国に報告し、国の指示に従うものとする。 

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

(7) 資料等の返却等 

事業者は、本事業に関する全ての業務による事務を処理するために国から貸与され、

又は事業者が収集し、若しくは作成し個人情報が記録された資料等を、本事業契約の終

了後又は解除後速やかに国に返却し、又は引渡さなければならない。但し、国が、廃棄

又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

 

(8) 管理の確認等 

事業者は、事業者における個人情報の管理の状況について、適時確認をすることがで

きる。又、国は必要と認めるときは、事業者に対し、個人情報の取扱状況について報告

を求め、又は検査することができる。 

 

(9) 管理体制の整備 

事業者は、本事業契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定めなければならない。 

 

(10) 従事者への周知 

事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本事業に関する全ての業務に

よる事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならないなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな

い。 
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11 適用法令等 

 航空法（昭和 27 年法律第 231 号） 

 航空機製造事業法（昭和 27 年法律 237 号） 

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和 42 年

法律第 110 号） 

 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号） 

 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 
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II. 各業務の要求水準 

1. 本業務の全般管理に関する業務 

(1) 総括マネジメント業務 

① 業務の概要 

 事業者は、事業期間を通じて、責任ある事業主体として、要求水準を遵守しつつ自

らが提案した事業計画に基づき適正かつ確実に事業を遂行する。そのため、自らの経

営について適切に管理し、事業の安定性を維持するとともに、各業務を効率的かつ効

果的に実施できる実施体制を構築し、各業務の実施について統括的に管理する。 

その際、事業者は、本事業が約 21 年間の長期にわたり本事業の各業務を一体的に

実施する事業であることを踏まえ、本事業に関する業務の統括機能を十分に発揮し、

本事業のサービスを継続的かつ柔軟に提供することができるよう、本事業にかかるコ

スト、スケジュール、リスク等を適切に管理する。 

また、要求水準書に示された業務及び要求水準にとどまらず、事業者による実効的

なセルフモニタリングや業務改善プロセスを通じて、サービスの質の向上に資する提

案を事業者自らが企画し、国に発案・助言する。 

 

② 要求水準 

 事業者は、本事業の目的及び内容を十分に理解し、かつ、企業経営の観点から必要

な能力・知識・経験を有する者を適切に配置することにより、各業務を統括・調整す

るとともに、本事業を確実かつ効率的に遂行できるよう、次の事項を実施する。 

a. 各業務を総括・調整することにより、各業務間の隙間や重複を排除し、ヘリコプター

の確保・維持及び運航を包括的に実施する本事業の利点を活かした事業実施を図る。 

b. 各業務を担当する企業間の意見調整を適切に行い、各業務を担当する企業間の責任

及びリスク分担を明確化し、事業者としての統一的な方針の下に事業を遂行する。 

c. 各業務の業務実施計画、業務実施内容及び要求水準の遵守状況を実効的かつ能動

的に把握・管理するとともに、恒常的な業務改善プロセスを通じてサービスの質

の向上を図る。 

d. 本事業にかかる資金を確実に確保するため、金融機関やスポンサー等との折衝・

調整を計画的に実施するとともに、事業収支計画や財務状況等を適切に管理する。 

e. 事業者は、国との直接的な連絡窓口を設置し、緻密な連絡調整を行うと共に、国・

事業者間の協議を主導し、協議の円滑な進行・調整を図る。 

f. 事業者は、各業務を担当する企業等との契約事務手続等を調整し、本事業の確実

な履行を図る。また、国との各種協議のスケジュール等の管理、提出物の管理等

を行い、国の求めに応じてそれらの管理状況を適宜報告する。 

g. 本事業における国のパートナーとして、自らが行う業務内容の履行やモニタリン

グだけでなく、国が実施する業務プロセスの最適化やサービスの質の向上に資す

る提案を企画し、国に発案・助言する。 

h. その他、本事業の遂行に関して必要な管理・調整業務を統括する。 
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③ 提出書類 

 事業者は、事業者の経営等に係る下記の書類をそれぞれの提出時期までに国に提出

して確認を受けること。 

なお、国は事業の実施に重大な悪影響を与える恐れがある場合など、必要に応じて、

事業者に対して追加の財務状況等に係る書類の提出及び報告を求めることができる。 

a. 部品管理報告書 

運航責任者は、点検整備、修理で使用した部品、予備品の使用数量、在庫数量

について部品管理報告書を各月末をもって作成し、遅滞なく国又は国の監督職

員に提出するものとする。又、予備品証明書の写しについてもこれによるもの

とする。 

b. 整備・修繕完了報告書 

運航責任者は、点検整備、修繕（改善、修理、改造）及び検査を実施した場合、

完了後遅滞りなく整備・修繕完了報告書を監督職員に提出するものとする。 

なお、報告書には主要作業の前・後の写真を添付するものとする。 

c. 運航実績報告書 

運航責任者は、運航の実績（飛行時間、宿泊人数、使用責任者等）（「4防災ヘ

リコプターの運航に関する業務 b」に示す「運航報告書」をいう。）について

各月末をもって集計し、運航実績報告書を作成して遅滞なく監督職員に提出す

るものとする。 

d. 管理業務報告書 

運航責任者は、以下に掲げる事項を記入した管理業務報告書を毎日作成し、各

月末をもってとりまとめ、遅滞なく監督職員に提出するものとする。 

(ア) 業務実施者の自筆氏名、捺印 

(イ) 実施した業務の内容 

(ウ) その他必要事項 
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2. 防災ヘリコプターの確保に関する業務 

(1) 防災ヘリコプターの確保に関する業務 

① 業務の概要 

 業務目的を踏まえ、要求水準書で規定した内容を全て満足するヘリコプターの確保

を行うものとする。 

 なお、本事業で確保するヘリコプターは、事業者の提案に基づく「運航開始予定日」

に維持及び運航を開始する。 

 

② 要求水準 

a. 基本的事項 

(ア) 別紙１に示す装備品一覧の装着時において、操縦士、整備士、撮影技師

を除き、搭乗乗客数を７名以上確保できる機体を確保するものとする。

なお、機内には装備品を搭載するために以下の「システムラック」を配

置するものとする。 

システムラックＡ 

(モニター２個を含む) 

高さ：120cm×幅：95cm×奥行：67cm 

※モニターの高さを含む 

システムラックＢ 高さ： 56cm×幅：33cm×奥行：44cm 

 

(イ) ヘリコプターの確保においては、機体のテクニカルチャートで示されて

いる以下の性能（上記（ア）等を除く最大重量の状態でない基本的性能）

を満たす機体を確保するものとする。 

最大航続距離 700 ㎞以上 

最大航続時間 3.50hr 以上 

最大全備重量 

9.7ｔ未満 

さいたま新都心合同庁舎２号館に着陸で

きること 

機体全体投影面の長さ 全長：２０ｍ、全幅１６．６ｍ以下のもの

 

(ウ) 別紙１に示す装備品一覧が取り付け可能であり、取り付け後、装備品が

使用可能な機体を確保するものとする。 
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b. 航空法で定める装置等 

 機体の確保にあたっては、以下の装置等を備えること。 

 

１）超短波全方向式無線標識受信機（VOR）          ２組

２）距離測定装置（DME）                  １組

３）航空交通管制用自動応答装置（トランスポンダ）     １組

４）計器着陸装置（ILS）                  １組

５）電波高度計                       １組

６）フライト・ダイレクタ １組

７）気象用レーダー １組

８）信号自動応答高度計（エンコーダ・アリティメータ）    １組

９）空中衝突警告装置 １組

10）航法システム（GPS） １組

11）機内乗員通話装置（ICS） １組

12）機体の位置情報が正確に分かり、かつ伝送できる機材一式 １組

 

 

c. ヘリコプターの設計等について、「３面図」「機内レイアウト図」等、上記 a.b.

の性能を証明する図書を、事業契約締結後、速やかに提出するものとする。 

 

d. 本事業におけるヘリコプターについて、航空法第３条に基づく航空機登録を行う

こと。 

 

 

(2) 格納庫の確保に関する業務 

① 業務の概要 

 本業務は事業者が確保したヘリコプターを格納する格納庫を確保する業務である。業

務の実施にあたっては、以下に示す要求水準を満足するものとする。なお、国の指示及

び飛行計画に応じて全国各地の飛行場及びヘリポートを一時保管場所とする場合がある。 

なお、一時保管場所の使用に関する費用については、別途、国が支払うものとする。 

 

② 要求水準 

 緊急出勤にも対応できるよう、下記の運航体制が維持できる格納庫を霞ヶ関より半

径１００ｋｍ以内に確保しておくものとする。 

・9:15～18:00 に国からの運航命令が合った場合：運航命令より 30 分以内に離陸

する。 

・上記以外の時間帯に国から運航命令があった場合：運航命令より３時間以内に離
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陸する。この場合でも離陸が日没後あるいは夜間となる場合は、日の出時刻に離

陸する。 

・なお、運航命令が6:45～9:15にあった場合は9:15に運航命令があったと見なし、

9:45 までに離陸する。 

  

 

 

(3) 装備品等の装着・脱着に関する業務 

① 業務の概要 

 本業務は国が別途、確保した本事業の遂行に必要な装備品等（別紙１ 装備品一覧）

を本事業で確保するヘリコプターに装着する業務である。 

 なお、別紙１で示す装備品は、現在、運航中である「あおぞら号」から取り外して装

着する。よって、平成 26 年 12 月以降に「別紙１ 装備品一覧」を国が事業者に貸与す

る予定である。 

 また、装備品等の装着・脱着に関する費用については、別途、国が支払うものとする。 

 

② 要求水準 

 装備品等の装着・脱着に関する業務を必要に応じて、国の指示により行う。 

 

 

(4) 塗装等に関する業務 

① 業務の概要 

 本業務は、事業者が確保したヘリコプターの機体に塗装等を行う業務である。なお、

塗装等の時期については、国との協議の上、決定する。 

 

② 要求水準 

a. 航空法に定める規定に基づき、国籍記号及び登録記号の表示を行うものとする。 

b. 機体の塗装に関する業務を、国の指示により行う。 

 



 

 13

3. 防災ヘリコプターの維持に関する業務 

(1) ヘリコプターの維持に関する業務 

① 業務の概要 

 本業務は、事業者が確保するヘリコプターの維持に関する業務とする。業務の実施

にあたっては、以下に示す要求水準を満足するものとする。 

 なお、ヘリコプターの維持にあたっては、20 時間／年以上 120 時間／年以下を想

定して行うものとする。 

 ただし、防災ヘリコプターの総運航時間が 2,400 時間（＝120 時間×20 年間）を超

えた時点で、機体の維持費の支払い内容・方法について、別途、国と協議を予定する。 

 

② 要求水準 

a. 年度毎に業務実施計画書を作成する。作成時期は、前年度の 9月までに案を作成

し、監督職員の確認を得ること。なお、当該年度中に業務実施計画書で計画した

点検整備の日程等に変更が生じる場合は、変更理由を明らかにして監督職員と協

議するものとする。 

b. ヘリコプターの試運転、回航に関する業務を行うものとする。 

c. 事業者が確保するヘリコプターの整備手順書（メンテナンスマニュアル）に示さ

れた点検整備内容に沿ってヘリコプターの点検整備を行うものとする。 

d. 耐空検査に必要な点検整備及び同検査の受検を行うものとする。 

e. ヘリコプターの修理に関する業務を行うものとする。なお、修理にあたっては、

事業期間中にわたって安定的な実施が確保されるものとする。 

f. ヘリコプターの改善に関する業務を行うものとする。関連法令の改正及び機体製

造国航空局、国土交通省航空局及び機体製造業者からの通報に基づきヘリコプタ

ーの改善を行うものとする。 

g. ヘリコプターの格納庫の管理を行うものとする。 

h. ヘリコプターの予備部品等必要品を保管・管理するものとする。 

i. 予備品の機能検査及び予備品証明に関する業務を行うものとする。 

j. 上記に付随して生じる業務を行うものとする。 

k. 事業者は、上記を含めた維持に関する業務について、「1 本業務の全般管理に関

する業務③d」に示す管理業務報告書を毎日作成し、各月末をもってとりまとめ、

遅滞なく監督職員に提出するものとする。 
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4. 防災ヘリコプターの運航に関する業務 

① 業務の概要 

本業務は、事業者が確保するヘリコプターの運航に関する業務とする。業務の実施

にあたっては、以下に示す要求水準を満足するものとする。 

ただし、防災ヘリコプターの運航については、次に示す基準（以下、「運航費用基

準」という。）に相当する費用をサービス対価の対象とするが、当該基準を超過した

費用については、国が検査を行い、その実績に応じて、国及び事業者が事前に合意し

た単価に基づいて支払うものとする。 

防災ヘリコプターの運航に係る費用の基準：毎年度 20 時間 

防災ヘリコプターの運航体制の維持に係る費用の基準：毎年度 50 日 

 

なお、国は、事業者に対して次に示す時期に、運航費用基準を超える運航に関する

業務（以下「追加的運航業務」という。）の指示を行うものとする。 

防災ヘリコプターの運航に係る追加業務：運航指示書提出時(20 時間を超える時) 

防災ヘリコプターの運航体制の維持に係る業務：前年の運航業務計画提出時 

 

② 要求水準 

a. 事業者は、運航命令に基づき、監督職員と連絡及び調整の上、飛行計画を作成し、

事前に監督職員に提出するものとする。なお、事業者に発する運航命令は関東地

方整備局長が行うものとする。 

b. 事業者は、運航及び試運転終了後速やかに監督職員へ、以下の事項を記入した運

航報告書を提出するものとする。 

(ア) 使用目的 

(イ) 使用責任者 

(ウ) 発着及び飛行時間 

(エ) 職種別労務時間 

(オ) 宿泊人数 

(カ) その他必要事項 

c. 事業者は、運航報告書の写しについて、1箇月分をとりまとめ、監督職員に提出

するものとする（「1本業務の全般管理に関する業務③c」に示す「運航実績報告

書」をいう。）。 

d. 年度毎に業務実施計画書を作成する。作成時期は、前年度の 9月までに案を作成

し、監督職員の確認を得ること。なお、当該年度中に業務実施計画書で計画した

点検整備の日程等に変更が生じる場合は、変更理由を明らかにして監督職員と協

議するものとする。 

※なお、初年度（平成 27 年度）の業務実施計画書については、事業者が提案す

る運航開始予定日から起算して３ヶ月前までに案を作成すること。 

e. 緊急出勤にも対応できるよう、下記の運航体制をとるものとする。但し、整備・

点検（Ａ点検整備を除く）及び検査に伴う飛行中止期間中はその限りではない。 
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・9:15～18:00に国からの運航命令があった場合：運航命令より30分以内に離陸する。 

・上記以外の時間帯に国から運航命令があった場合：運航命令より３時間以内に離

陸する。この場合でも離陸が日没後あるいは夜間となる場合は、日の出時刻に離

陸する。 

・なお、運航命令が6:45～9:15にあった場合は9:15に運航命令があったと見なし、

9:45 までに離陸する。 

f. ヘリコプターの保険に関して、業務契約の有効期間中、以下に掲げる当該航空保

険契約を締結するものとする。 

(ア) 保険種別   第 3 者乗客包括賠償責任保険 

(イ) 保険金額   50 億円以上 

(ウ) 条件     賠償記名被保険者を事業者とし、国を賠償追加被 

保険者とする 

g. 関東地方整備局で設置する臨時ヘリポートの申請及び更新手続きを行うものとする。 

h. ヘリコプターの飛行に関する業務を行うものとする。なお、ヘリコプターの飛行

にあたっては、有視界飛行方式により行うものとする。 

i. 地震災害時におけるヘリコプターの飛行に関する以下の業務を行うものとする。 

(ア) 事業者は、関東地方整備局管内で気象庁震度が”６弱以上”又は”東

京２３区内５強以上”の地震発生を確認した場合は直ちに飛行できる

体制を整えるものとする。 

(イ) 事業者は、飛行体制の準備が完了した時点で、国からの運航命令を確

認できない場合は、その確認を待つことなく飛行を開始し、ヘリテレ

画像を配信するものとする。なお、飛行ルートについては国が別途通

知する。 

j. ヘリコプターの燃料を補給する業務を行うものとする。 

k. ヘリコプターからの撮影及び画像伝送に関する業務を行うものとする。 

l. ヘリコプターからのレーザ計測に関する業務を行うものとする。 

m. 飛行前に必要な業務を行うものとする。 

n. 飛行後に必要な業務を行うものとする。 

o. 事故の処理に関する業務を行うものとする。なお、事故報告の際は、以下の事項

について知り得た順に報告するものとする。また、事業者は運航開始予定日まで

に「緊急時運航マニュアル」を作成し、監督職員の確認を得ること。 

(ア) 機長の氏名 

(イ) 事故発生の日時、場所及び当時の気象状態 

(ウ) 事故発生前後の状況 

(エ) 死傷者（行方不明者を含む。）の氏名及び負傷の程度並びに捜索、救

護等に関する参考事項 

(オ) 物件破壊の概要 

(カ) 事故に対する措置の概要 

(キ) その他参考となる事項 
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p. その他上記業務に付随する業務を行うものとする。 

別紙１ 装備品一覧 

 

 装備品名 詳細 

1 ウェスカム・カメラ

装置 

 

形式 

 

カメラ回転度 

 

水平解度  

 

垂直解度  

ズーム 

ウェスカム・カメラ装置 

１６ＳＳ－Ｂ７５０型 

水平１８０°（機体右側） 

仰角１０°～俯角１２０° 

７００本（４：３） 

６５０本（１６：９） 

４００本 

７２倍（３６倍×２倍エクステンダー） 

2 垂直写真撮影装置 

（デジカメ） 

 

形式 

 

画素数 

ズーム 

撮影枚数 

サイバーショット 

ＤＳＣ－Ｆ７１７型 

５００万画素 

光学５倍（デジタル処理で最大１０倍） 

最大１００枚 

3 位置出し装置 

 

ヘリコプターの飛行中の位置をリアルタイムで計測し、モニターテレビ

や他の撮影画像に合成表示することができる。 

4 国土交通省専用無

線電話装置 

 

呼出名称 

通信方式 

電波の周波数 

建設テレビ関東２ 

単信方式 

１５３．１７ＭＨｚ 

１５３．１９ＭＨｚ 

１５３．２１ＭＨｚ 

１５８．３５ＭＨｚ 

5 ＶＴＲ（ＶＨＳ録画） 

6 画像伝送システム 

（ヘリテレ） 

 

システム構成の装置

と機能 

(1) 制御装置 

(2) モニターテレビ 

(3) ビデオテープレコーダー 

(4) 撮影カメラ 

 ①ウェスカム・カメラ 

 ②垂直写真撮影装置 

 ③画像送信装置 

  (a)無線局の種類：携帯局 

   (b)呼出し名称：建設テレビ関東１ 

   (c)電波形式・周波数： 

   次の何れかを状況判断して用いる 

      A.17MO F8W 14.78GHz 5W(国土交通省専用)
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 装備品名 詳細 

      B.17MO F8W 14.80GHz 5W(横浜消防と共用)

   (d)通信方式：単向通信方式 

        通信路・映像１・音声１ 

   (e)変  調：ＦＭ－ＦＭ 

        最高画周波数 4.889MHz 

   (f)ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ方式：ＮＴＳＣ方式 

        最高画周波数 4.2Hz 

   (g)空 中 線：ﾊﾞｲｺﾆｶﾙ（無指向、V偏波、利得 4dB

   (h)連絡用無線機（画像送信装置と同一無線局）：

   電波の形式・周波数等：F3E 365.475MHz 5W

   通信方式：単信方式 

   空 中 線：単一型（λ/4 ﾎｲｯﾌﾟ） 

7 レーザー計測装置 

 

 

形式 

架台回転角 

装着レーザ装置 

レーザ測定距離 

計測周波数 

レーザ照射角 

 

地上測位精度 

 

 

 

装着ＣＣＤカメラ 

レーザ計測装置 

ロール 15 度 ピッチ 15 度 ヨー15 度 まで可動 

REAGLE LD90-3300VHS-FLP  

最大 400ｍ（対象の地面状況による） 

100Hz 

NO1 固定 NO2,3 機体左右方向に±20°に設定可能

 

水平方向  概ね 5ｍ 

（VSAS による DGPS 測位時で、直下計測時） 

垂直方向 概ね 5ｍ 

（VSAS による DGPS 測位時で、直下計測時） 

NTSC 方式（43 万画素） 

 

上記に関連する資料として、別添の「装備品等資料（参考資料）」を参照のこと。 

① ウェスカム・カメラ装置 

② 垂直写真撮影装置（デジカメ） 

③ 画像伝送システム（ヘリテレ） 

④ レーザー計測装置 

 


